


 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ６ 日 

 

 

令和７年度第１１回東京都私立学校審議会（第８５７回）議案 

 

【専修各種学校関係】 

〔既諮問〕 

学校設置 

議案第１号 医学アカデミー薬学専修学校市ヶ谷校の設置認可について（新宿区） 

 

〔今回諮問〕 

学則変更 

議案第２号 一橋学院早慶外語の収容定員に係る学則変更認可について（新宿区） 

 

学校廃止 

議案第３号 日本クッキングスクールの廃止認可について（立川市） 

 

【幼稚園関係】 

〔既諮問〕 

寄附行為・設置者変更・園則変更 

議案第４号 学校法人コマクサ学園の寄附行為認可について（稲城市） 

議案第５号 コマクサ幼稚園の設置者変更認可について（稲城市） 

議案第６号 コマクサ幼稚園の収容定員に係る園則変更認可について（稲城市） 

 

〔今回諮問〕 

園則変更 

議案第７号 樫の木幼稚園の収容定員に係る園則変更認可について（北区） 

 

学校廃止 

議案第８号 城山みどり幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（板橋区） 

議案第９号 みころも幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（八王子市） 

議案第10号 如意輪幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（瑞穂町） 

 

【小中高校関係】 

〔今回諮問〕 

学則変更 

議案第11号 科学技術学園高等学校（広域の通信制課程）の学則変更認可について（世田谷区） 

議案第 12 号 東海大学付属望星高等学校（広域の通信制課程）の学則変更認可について（渋谷区） 

 

 

 



議案第１号 

医学アカデミー薬学専修学校市ヶ谷校設置要項 

 

１ 学 校 の 目 的 
本校は学校教育法及び私立学校法の規定に基づき、学力の充実に関する専門知識及び理論を習得 
させ、薬剤師国家試験合格を目指すことを目的とする。 

２ 学 校 の 名 称 医学アカデミー薬学専修学校市ヶ谷校 

３ 課程（分野）の 

  名称 
文化・教養一般課程（文化・教養関係） 

４ 位     置 新宿区市谷本村町３番２３号  電話 ０３（６２６５）０３８９ 

５ 開 設 の 時 期 令和８年４月１日（予定） 

６ 経費の見積り 

  及び維持方法 

この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金

から生ずる果実､ 授業料収入､ 入学料収入､ 検定料収入､ その他の運用財産をもって支弁する。 

７ 設 置 者 名 
学校法人 医学アカデミー（埼玉県川越市中台元町一丁目１８番地１） 

理事長  穗坂 邦夫 

８ 校 長 名 木暮 喜久子 

９ 課程・学科別 

  修業年限及び 

  生徒定員 

 

課 程 名 学 科 名 昼夜通信 修業年限 入学定員 総 定 員 

文化・教養一般課程 

（文化・教養関係） 
薬剤師養成科 昼  １年   160名   160名 

 合   計    160名   160名 
 

10 主 要 教 科 名 （一般科目）基礎薬学 

（専門科目）衛生薬学・医療薬学・薬学総論・臨床薬学 

11 教 職 員 組 織 
校 長（兼任）１名 教員（基幹）  ９名 事務職員（専任）２名 学校医（兼任）１名 

副校長（専任）１名 教員（基幹以外）３名               合計 １７名  
教員基準５名 

12 校 地 

 

総面積         140.33 ㎡ 

（内訳）校舎敷地   131.65 ㎡   

    運 動 場     0 ㎡   

    そ の 他    8.68 ㎡   

自己所有面積  140.33㎡ 

 所有者  

埼玉県川越市中台元町一丁目

１８番地１ 

学校法人 医学アカデミー 

借用面積      0 ㎡ 

13 校 舎 総面積        851.00㎡ 

（構造）鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付き11階建のうち、 

１階から２階部分 

（内訳）普通教室 ４室 402.26 ㎡ 図 書 室 １室 20.90 ㎡ 

教 員 室 １室 55.86 ㎡ 事 務 室 １室 6.48 ㎡ 

便 所 ５箇所 35.76㎡（大９箇・小５箇） 

    保健室兼指導室 １室 13.12㎡ 倉庫 15.28㎡ 

そ の 他 301.34㎡ 

自己所有面積  849.68㎡（専用） 

        1.32㎡（共有） 

 所有者  

埼玉県川越市中台元町一丁目

１８番地１ 

学校法人 医学アカデミー 

借用面積     0  ㎡ 

  

  基準  406  ㎡ 

 

14  校具・教具等 校具400点 ・ 教具20点 ・ 図書804冊 ・ その他備品102点 

15  予 算 概 要 初年度（令和８年度） 収入124,400千円  支出124,400千円 

次年度（令和９年度） 収入179,540千円  支出179,540千円 

16  付 近 の 状 況 
東京メトロ「市ヶ谷駅」徒歩４分。JR「市ヶ谷駅」徒歩６分。学校は駅から近く、周辺は中央大

学や法政大学等の大学があり、教育環境に適した土地である。 

備     考 １ 学校法人 医学アカデミー  昭和52年12月６日 設立認可（埼玉県） 

２ 法人が設置する学校 医学アカデミー 昭和53年４月１日 設置認可（埼玉県） 

 



 

議案第２号  

一橋学院早慶外語の収容定員に係る学則変更要項 

１ 学校の名称 
（新）一橋学院メディカルコネクト（各種学校） 

（旧）一橋学院早慶外語（各種学校） 

２ 位    置  新宿区高田馬場一丁目２９番５号       電話 ０３（３２３２）３２８１ 

３ 変更の時期  令和８年４月１日（予定） 

４ 変更の理由  国立受験科及び私立受験科を廃止するため。  

５ 設 置 者 名  学校法人 東京国際大学（新宿区高田馬場四丁目２３番２３号）理事長 倉田 信靖 

６ 校 長 名  金子 聡 

７ 経費の見積り 

  及び維持方法 

この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金

から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。 

８ 学科別修業 

  年限及び生徒 

  定員 

変 更 前 変 更 後 
 

昼夜 部科名 修業 
年限 

入学 
定員 

総定員 

昼 

医学部受験科

（午前部） 
 １年 20名  20名 

国 立 受 験 科 

（午前部） 
 １年 140名 140名 

私 立 受 験 科 

（午前部） 
 １年 240名 240名 

私 立 受 験 科 

（午後部） 
 １年 200名 200名 

合 計 600名 600名 
 

 

昼夜 部科名 修業 
年限 

入学 
定員 

総定員 

昼 医学部受験科  １年 80名  80名 

合 計  80名  80名 
 

９ 校    地 変 更 前 変 更 後 

  

 

総面積       300.32 ㎡      

（内訳）校舎敷地  210.96 ㎡   

    その他    89.36 ㎡   

   

  同  左 

10 校    舎 変 更 前 変 更 後 

  総面積         1,491.02㎡ 

（構造）鉄骨造陸屋根８階建 

（内訳）普通教室   12室  476.13㎡ 

    個別学習室 1室   95.68㎡ 

    資 料 室  1室  10.19㎡ 

    保 健 室    1室   3.91㎡ 

    教 員 室  1室  34.31㎡ 

    事 務 室  1室  43.49㎡ 

    便 所   8箇所  122.13㎡ 

（大19箇・小11箇） 

    そ の 他      705.18㎡ 

 

 

 

 

 

同  左 

  

基準  185㎡ 



11 教職員組織 変 更 前 変 更 後 

  
校長（専任）  １名 

教員（専任）  ４名 教員（兼任） １６名 

事務職員（専任）６名     

合計  ２７名 

校長（専任）  １名 

教員（専任）  ４名 教員（兼任） １７名 

事務職員（専任）７名    

 合計  ２９名  教員基準４名 

備        考 １ 学校法人 東京国際大学 昭和３０年１０月１１日（文部科学省） 

２ 法人が設置する学校  

（１）東京国際大学        昭和４０年 １月２５日 設置認可（文部科学省）  

（２）一橋学院早慶外語      昭和２８年１１月１６日 設置認可（東京都新宿区）  

（３）東京国際大学付属日本語学校 昭和６２年 ３月２７日 設置認可（東京都） 

 



 

 

議案第３号 

日本クッキングスクール廃止要項 

１ 学校の名称  日本クッキングスクール（各種学校） 

２ 位    置  立川市錦町一丁目７番地３１号  電話 ０４２（５２２）３４４０ 

３ 廃止の時期  令和 ８年  月  日（認可のあった日） 

４ 廃止の理由 学校の運営継続が困難となったため。 

５ 設 置 者 名  萬田 勇助（設置者代理 須田 享子） 

６ 校 長 名  須田 享子 

７ 生徒の処置  長期にわたり在校生なし 

８ 教職員の処置  長期にわたり教職員なし 

９ 指導要録等の 

  保管方法 
不存在 

10 資産の処置  １  校      地   設置者代理において処置する。 

 ２  校      舎   設置者代理において処置する。 

 ３  教具校具等   設置者代理において処置する。 

  備     考  １  校  地   総面積 １２２．００㎡ 

 ２  校  舎   総面積 ２１５．００㎡ 

 ３  総定員   ８４０名  

４ 学校設置認可年月日 昭和２８年１２月１５日（立川市） 

 



 

 

議案第４号 

学校法人コマクサ学園設立要項 

１ 名 称   学校法人コマクサ学園 

２ 事務所の所在地 稲城市大丸６８番地１ 

３ 目 的 
この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的と

する。 

４ 設置する学校名   コマクサ幼稚園 

５ 役 員 
理事 ６名 須恵 剣 (理事長予定者) 

監事 ２名   

６ 評 議 員 ７名 

７ 資 産 総 額 ４００,２０５,６１５円（正味財産 ３４８,１４０,６１５円） 

８ 

資 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産 

基 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 

財 
 
 
 
 

産 

土    地 

（園地） 

総 面 積    ２,２４９.５３㎡ 

園舎敷地    ９３０．１８㎡ 

運動場        ７２７．３４㎡ 

その他     ５９２．０１㎡ 

自己所有面積     １,１２４．７７㎡ 

（寄附者）須恵 剣 

  

借 用    １,１２４．７６㎡ 

（所有者）須恵 剣 

建    物 

(園舎) 

総 面 積      １,１１８．０６㎡ 

（内訳） 

保育室  ５室  ２８１．３３㎡ 

遊戯室（保育室２室兼） 

１２３．１８㎡ 

職員室       ３３．０５㎡ 

保健室（兼職員室）４６．２７㎡ 

その他      ６３４．２３㎡ 

自己所有面積    １,１１８．０６㎡ 

（寄附者）須恵 剣 

機器備品

等 

テーブル、椅子外 （寄附者）須恵 剣 

運用財産   現預金等 

９ 負     債 ５２,０６５,０００円 



 

議案第５・６号 

コマクサ幼稚園設置者変更及び収容定員に係る園則変更要項 

１ 学校の目的 この幼稚園は、学校教育法第22条および第23条にしたがって、幼児を保育し、適正な

る保育環境を与えて、その心身の発達を助長する。 

２ 学校の名称 コマクサ幼稚園 

３ 位    置 稲城市大丸６８番地１ 

４ 変更の時期 令和８年４月１日（予定） 

５ 変更の理由 教育条件の維持向上を図り、さらにその公共性を一層高めるため、学校法人コマクサ

学園を設立するとともに、実員に合わせて収容定員を変更するものである。 

６ 設 置 者 名 （新）学校法人コマクサ学園（設立代表者 須恵 剣） 

（旧）須恵 剣 

７ 園 長 名   藤野 由実 

８ 収容定員及び 

  学級編成等 

 

 

[変更後] 

（ 定 員 ） １４０名 

（学級数） ７学級 

（保育年限）１年、２年、 

３年及び 

４年未満 

 

 

 

 

９ 経費の見積り 

  及び維持方法 

（新）基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入園

料収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。 

（旧）保育料、入園料、補助金等をもって維持経営する。ただし、不足を生じた 

場合は、設置者の負担とする。 

10 備    考 (1) 園   地 総面積    ２,２４９.５３㎡ 

(2) 園   舎 総面積    １,１１８.０６㎡ 

 （構造：木造平屋建・木造２階建・鉄骨造２階建） 

(3) 運 動 場  面積     ７２７．３４㎡ 

 (4) 教職員組織 

園  長（専任）１名   副 園 長（兼任）１名   教  諭（専任）１２名 

事務職員（専任）２名   その他職員（専任）１名（兼任）１０名 

園  医（兼任）１名    園歯科医（兼任）１名    園薬剤師（兼任）１名 

                                  合計３０名 

 (5) 設置認可年月日  昭和３８年１１月１５日 

 基 準 

１ 園舎総面積 

   ５２０㎡ 

２ 運動場面積 

  ４８０㎡ 

３ 教 諭 数 

    ７名 

区 分 
変 更 前 変 更 後 

学級数 定員数 学級数 定員数 

満３歳児 １ ２０ １ ２０ 

３ 歳 児 ３ ８０ ２ ４０ 

４ 歳 児 ３ １１０ ２ ４０ 

５ 歳 児 ３ １１０ ２ ４０ 

      計 １０ ３２０ ７ １４０ 



 

 

議案第７号 

樫の木幼稚園の収容定員に係る園則変更要項 

１ 学 校 の 名 称   樫の木幼稚園 

２ 位 置 北区西ヶ原四丁目４８番３号 

３ 変 更 の 時 期   令和８年４月１日（予定） 

４ 変 更 の 理 由   実員に合わせて収容定員を変更する。 

５ 設 置 者 名   学校法人 深澤学園（北区西ヶ原四丁目４８番３号）理事長 大西 智 

６ 園 長 名   池野 祐子 

７ 収容定員及び 

  学 級 編 制 等 

 
 〔変更後〕  

 （定 員）   ７０名 

 （学級数）   ４学級 

 （保育年限）１年、２年 

       ３年及び 

       ４年未満 

 

区 分 
変 更 前 変 更 後     

 

 

 

 

 

   

学級数 定員数 学級数 定員数 

満３歳児 １ ５ １ １０ 

３ 歳 児 １ ３０  １ ２０  

４ 歳 児 １ ３５  １ ２０  

５ 歳 児 １ ３５  １ ２０  

    計 ４ １０５ ４ ７０  

 

８ 園 地 

変  更  前 変    更    後 

総 面 積       ７６３．２６㎡ 

（内訳）園舎敷地   ２３６．４１㎡ 

運 動 場   ４２５．６３㎡ 

そ の 他   １０１．２２㎡ 

同左 

 
基 準 

運動場   ３６０㎡ 

９ 園 舎 

 

 

 

 

変  更  前 変    更    後 

総 面 積       ４６３．６３㎡ 

（内訳） 

保育室   ３室      １６５．７４㎡ 

遊戯室（保育室兼）   １０７．１１㎡ 

職員室（保健室兼）    ３０．０３㎡ 

便 所           １９．８４㎡ 

その他          １４０．９１㎡ 

同左 

 
基 準 

総面積  ３２０㎡ 

10 教 職 員 組 織 

変  更  前 変    更    後 

  園      長（専任）   １名 

副 園 長（専任）    １名 

  教   諭（専任）   ４名 

      （兼任）   ２名 

 その他職員（専任）   １名 

  園   医（兼任）   １名 

  園 歯 科 医（兼任）   １名 

  園 薬 剤 師（兼任）   １名 

       合計    １２名 

 園      長（専任）   １名 

副 園 長（専任）     １名 

  教   諭（専任）   ４名 

      （兼任）   ３名 

 その他職員（専任）   １名 

  園   医（兼任）   １名 

  園 歯 科 医（兼任）   １名 

  園 薬 剤 師（兼任）   １名 

  合計    １３名 

 
基 準 

教諭数   ４名 

11 備   考  設置認可年月日  昭和３０年２月１３日 

 



議案第８号 

城山みどり幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名称  城山みどり幼稚園 

２ 位    置 板橋区坂下二丁目２２番１０号 

３ 廃止 の時期  令和８年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  学校法人 石川キンダー学園（板橋区坂下二丁目２２番１０号）理事長 石川 典子 

６ 園  長  名  石川 典子 

７ 園児 の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育・保育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍又は退職する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 認可予定の幼保連携型認定こども園に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積      ２,０２２．６３㎡ 

(2) 園   舎   総面積      １,７８８．１４㎡ 

(3) 収 容 定 員                 ２４５名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日     昭和２６年４月１日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

   園 名：幼保連携型認定こども園 城山みどりこども園 

   認可年月日：令和８年４月１日（予定） 

 

 



議案第９号 

みころも幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名称  みころも幼稚園 

２ 位    置 八王子市初沢町１３１０番地 

３ 廃止 の時期  令和８年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  学校法人 松徳学園（八王子市初沢町１３１０番地）理事長 串田 和士 

６ 園  長  名  曽木 百合子 

７ 園児 の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育・保育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍又は退職する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 認可予定の幼保連携型認定こども園に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積       ２,０７２．９４㎡ 

(2) 園   舎   総面積       ２,０４１．５９㎡ 

(3) 収 容 定 員                   ２４３名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日    昭和４１年１１月１０日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

   園 名：幼保連携型認定こども園 みころも学園みころも幼稚園  

認可年月日：令和８年４月１日（予定） 

 

 



議案第10号 

如意輪幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名称  如意輪幼稚園 

２ 位    置 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎１３７番地 

３ 廃止 の時期  令和８年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  学校法人 如意輪学園（西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎１３７番地）理事長 沖 悟 

６ 園  長  名  沖 悟 

７ 園児 の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育・保育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 認可予定の幼保連携型認定こども園に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積       ８,４７０．３７㎡ 

(2) 園   舎   総面積       ２,６００．３０㎡ 

(3) 収 容 定 員                 ４００名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日    昭和３０年６月１０日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

   園 名：幼保連携型認定こども園 如意輪幼稚園 

   認可年月日：令和８年４月１日（予定） 

 

 



 

議案第 11 号  

科学技術学園高等学校（広域の通信制課程）の学則変更要項 

１ 学校の名称  科学技術学園高等学校（校 長 松田 敏博） 

２ 設 置 者 名  学校法人 科学技術学園（世田谷区成城一丁目１１番１号）理事長 松田 敏博 

３ 位 置  世田谷区成城一丁目１１番１号 

４ 通 信 教 育 

実 施 区 域 
４７都道府県及び５５の国と地域 

５ 課    程 

修 業 年 限   

収 容 定 員 

全日制課程（普通科）  通信制課程（普通科・機械科・電気科） 

３年          ３年以上 

480 名         普通科 3,653 名、機械科 1,350 名、電気科 240 名 

６ 変 更 理 由 

 
１ 技能連携施設の変更 
  技能連携契約の締結及び解除に伴い、技能連携施設を変更する。 
 
２ 収容定員の変更 
  技能連携施設の変更に伴い、通信制課程・普通科の収容定員合計を3,653名か 

ら3,497名へ変更する。 
 

７ 変更年月日  令和８年４月１日（予定） 

８ 変 更 内 容 

変 更 前 変 更 後 

別紙１「学則比較対照表」のとおり 別紙１「学則比較対照表」のとおり 

備     考 
設置認可年月日（通信制課程）  昭和３９年 １月 ７日設置認可（東京都） 

（全日制課程）  令和 ６年 ５月２３日設置認可（東京都） 



別紙１              学則比較対照表          議案第 11 号 

変 更 前 変 更 後 

 

（協力校及び技能連携施設） 

第５条 本校に協力校及び技能連携施設を置く。 

② 協力校は、別表１のとおりとする。 

③ 技能連携施設は、別表２のとおりとする。 

 

（課程・学科及び収容定員） 

第６条 本校に設置する課程・学科及び収容定員は、

次のとおりとする。 

 

１ 通信制課程 

    機械科   １，３５０名 

    電気科     ２４０名 

    普通科   ３，６５３名（このうち４５

０名は本校の定員とする） 

 

附 則 

（新設） 

 

 

 

（協力校及び技能連携施設） 

第５条 本校に協力校及び技能連携施設を置く。 

② 協力校は、別表１のとおりとする。 

③ 技能連携施設は、別表２のとおりとする。 

 

（課程・学科及び収容定員） 

第６条 本校に設置する課程・学科及び収容定員は、

次のとおりとする。 

 

１ 通信制課程 

    機械科   １，３５０名 

    電気科     ２４０名 

    普通科   ３，４９７名（このうち４５

０名は本校の定員とする） 

 

附 則 
 １ 令和 8 年〇月〇日東京都認可のこの学則は、 

令和 8 年４月１日より施行する。 
 ２ 本文第５条に規定する別表２の技能連携施設 

のうち、湘南芽吹高等専修学校の令和８年度及 
び令和 9 年度の定員については、下表のとおり 
とする。 

３ 湘南芽吹高等学院は、令和７年度時点での在 
籍生徒がすべて卒業するまでは下表のとおり経 
過措置を取ることとし、令和９年度までは従前 
のとおり技能連携施設とする。 

 

  

1学年 2学年 3学年 合計

湘南芽吹高等専修学校（普通科） ２８名 ０名 ０名 ２８名

湘南芽吹高等学院（普通科） ０名 ２０名 ２０名 ４０名

湘南芽吹高等専修学校（普通科） ２８名 ２８名 ０名 ５６名

湘南芽吹高等学院（普通科） ０名 ０名 ２０名 ２０名

令和８年度

令和９年度

 

 

 



別紙２                                    学則比較対照表（別表）                              議案第 11 号 
 

変 更 前 変 更 後 

第５条 (協力校及び技能連携施設) 

 

別表２ 技能連携施設 

 

 名称 住所 
普通科

定員 

機械科

定員 

電気科

定員 

（１） 札幌科学技術専門学校 高等課程 北海道札幌市東区北 24 条東 1 丁目 3-12   150     

（２） 専門学校赤門自動車整備大学校 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 61 75     

（３） 日立工業専修学校 茨城県日立市西成沢町 2-17-1   360 180 

（４） 国際 TBC 高等専修学校 栃木県宇都宮市今泉 2-10-12 360     

（５） 国際自動車・ビューティ専門学校  栃木県大田原市紫塚 2-2609-2 120     

（６） 国際 TBC 調理・パティシエ専門学校 栃木県小山市三峯 1-10-21 90     

（７） 長岡凛晴高等学院 新潟県長岡市本町 2-4-4 タカサカヤビル２Ｆ３Ｆ 39     

（８） 日野工業高等学園 東京都日野市日野台 3-1-1   180 60 

（９） 湘南芽吹高等学院 神奈川県横須賀市汐入町 3-36-11 60     

（１０） アイム湘南理容美容専門学校 神奈川県秦野市尾尻 536 番地の 1 180     

（１１） 大和商業高等専修学校 神奈川県大和市深見東 1-1-9 240     

（１２） 駿河学院専門学校 静岡県静岡市葵区音羽町 19-22 270     

（１３） 静進情報高等専修学校 静岡県静岡市葵区音羽町 26-31 180     

（１４） 清水学院高等専修学校 静岡県静岡市清水区二の丸町 6-51 180     

（１５） 藤枝学院高等専修学校 静岡県藤枝市大手 1-23-33 240     

（１６） 専修学校 中部国際自動車大学校 岐阜県土岐市肥田浅野朝日町 2-7 120     

（１７） ニュートン高等専修学校  愛知県名古屋市中村区名駅南 2-7-64 105     

（１８） サンデザイン専門学校 愛知県名古屋市熱田区沢上 1-1-14 195     

（１９） トヨタ工業学園 愛知県豊田市保見町井ノ向 57-28   480   

（２０） デンソー工業学園 愛知県安城市高棚町新道 1   150   

（２１） 愛知自動車整備専門学校 
愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷

東ノ割 145-14 
  180   

（２２） 大阪情報コンピュータ高等専修学校 大阪府大阪市生野区勝山北 1-13-22 279     

（２３） 専門学校 きくのファッションデザインカレッジ 広島県広島市佐伯区八幡 1-14-3 60     

（２４） 専修学校 那覇尚学院 沖縄県那覇市泊 2-17-4 180     

 合            計 3,123 1,350 240 
 

第５条 (協力校及び技能連携施設) 

 

別表２ 技能連携施設 

 

 名称 住所 
普通科

定員 

機械科

定員 

電気科

定員 

（１） 札幌科学技術専門学校 高等課程 北海道札幌市東区北 24 条東 1 丁目 3-12   150     

（２） 専門学校赤門自動車整備大学校 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 61 75     

（３） 日立工業専修学校 茨城県日立市西成沢町 2-17-1   360 180 

（４） 国際 TBC 高等専修学校 栃木県宇都宮市今泉 2-10-12 360     

（５） 国際 TBC 調理・パティシエ専門学校 栃木県小山市三峯 1-10-21 90     

（６） 長岡凛晴高等学院 新潟県長岡市本町 2-4-4 タカサカヤビル２Ｆ３Ｆ 39     

（７） 日野工業高等学園 東京都日野市日野台 3-1-1  180 60 

（８） 湘南芽吹高等専修学校 神奈川県横須賀市三春町 4-63-8 84   

（９） アイム湘南理容美容専門学校 神奈川県秦野市尾尻 536 番地の 1 180     

（１０） 大和商業高等専修学校 神奈川県大和市深見東 1-1-9 240     

（１１） 駿河学院専門学校 静岡県静岡市葵区音羽町 19-22 270     

（１２） 静進情報高等専修学校 静岡県静岡市葵区音羽町 26-31 180     

（１３） 清水学院高等専修学校 静岡県静岡市清水区二の丸町 6-51 180     

（１４） 藤枝学院高等専修学校 静岡県藤枝市大手 1-23-33 240     

（１５） 専修学校 中部国際自動車大学校 岐阜県土岐市肥田浅野朝日町 2-7 120     

（１６） ニュートン高等専修学校  愛知県名古屋市中村区名駅南 2-7-64 105     

（１７） サンデザイン専門学校 愛知県名古屋市熱田区沢上 1-1-14 195     

（１８） トヨタ工業学園 愛知県豊田市保見町井ノ向 57-28  480   

（１９） デンソー工業学園 愛知県安城市高棚町新道 1   150   

（２０） 愛知自動車整備専門学校 
愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷

東ノ割 145-14 
  180   

（２１） 大阪情報コンピュータ高等専修学校 大阪府大阪市生野区勝山北 1-13-22 279    

（２２） 専修学校 那覇尚学院 沖縄県那覇市泊 2-17-4 180     

 合            計 2,967 1,350 240 
 

 



別紙３ 通信制に係る施設の概要                議案第11号 
 

施設の概要施設の名称  湘南芽吹高等専修学校 

施設の所在地  神奈川県横須賀市三春町４丁目 63 番８ 

施設の所有者  学校法人 科学技術学園 

施設の所有・使用形態 自己所有（担保権の設定：無） 

施設の位置付け ■面接指導等実施施設 

  □分校、□協力校、■指定技能教育施設、 

□大学・専修学校・その他の学校、□その他の施設 

□学習等支援施設 

施設を設置する理由・経緯  湘南芽吹高等学院での実績を踏まえ普通教育及びより早い段階で

の情報分野の専門教育を行い、生徒自ら進路を選択し、自立を促す

ため。 

施設の設置年月日 令和８年４月１日 

施設での業務内容 ■面接指導、■試験、■添削指導、■進路相談、■生活指導、 

■生徒の履修状況の把握、■成績評価や単位認定等の業務、 

□その他（                  ） 

施設の収容定員 84 名（１学年 28名） 

年 度 １年 ２年 ３年 合計 

令和８年度 28 － － 28 

令和９年度 28 28 － 56 

令和 10 年度から 28 28 28 84 
 

施設に通う生徒の主な住所及び人数 神奈川県に在住する生徒 84 名 

施設での面接指導・試験・ 

添削指導等の実施体制 

(教職員の配置状況を含む) 

 

職名 専 任 兼 任 合 計 

校長 0 1 1 

副 校 長 0 0 0 

教頭 0 0 0 

教員 3 6 9 

養 護 教 諭 0 0 0 

助手 0 0 0 

事 務 職 員 0 2 2 

学 校 医 等 0 1 1 

その他  0 0 0 

合計 3 10 13 
 

施設において開講するコース 文化・教養高等課程 情報教養科 

施設における教育課程 別添のとおり 

施設で使用する総面積 使用する総面積 507.08 ㎡ 

（内訳） 

・普通教室     ３室  154.19 ㎡  

・特別教室     ２室   92.33 ㎡（PC 室） 

・職員室及び保健室 ２室   50.64 ㎡  

・図書室      １室   16.90 ㎡ 

・便所       ３箇所  46.66 ㎡（便器：大 11個、小 4個） 

・ラウンジ     １室   23.35 ㎡ 

・その他（廊下等） ２室  123.01 ㎡ 

 



議案第 12 号  

東海大学付属望星高等学校（広域の通信制課程）の学則変更要項 

１ 学校の名称  東海大学付属望星高等学校 （ 校 長 吾妻 俊治 ） 

２ 設 置 者 名  学校法人 東海大学（渋谷区富ヶ谷二丁目１０番２号）理事長 松前 義昭 

３ 位 置  渋谷区富ヶ谷二丁目１０番７号 

４ 通 信 教 育 

実 施 区 域 
４７都道府県 

５ 課    程 

修 業 年 限   

収 容 定 員 

 通信制課程（普通科） 

３年以上 

２，５５０名 

６ 変 更 理 由 
１ 授業料の変更 
  生成ＡＩやデジタル教材等を活用したＩＣＴ環境の充実を図るため、授業料

を変更する。 

７ 変更年月日  令和９年４月１日（予定） 

８ 変 更 内 容 

変 更 前 変 更 後 

別紙１「学則比較対照表」のとおり 別紙１「学則比較対照表」のとおり 

備     考 

１ 設置認可年月日  昭和３８年４月１８日 

 

２ 本法人が設置する学校の名称及び設置認可年月日 

(1) 東海大学                昭和２５年 ２月２０日（文部科学省） 

(2) 東海大学付属静岡翔洋高等学校      昭和３４年 ３月３０日（静岡県） 

(3) 東海大学付属熊本星翔高等学校      昭和３６年 ２月２８日（熊本県） 

(4) 東海大学付属諏訪高等学校        昭和３８年 １月２８日（長野県） 

(5) 東海大学付属相模高等学校        昭和３８年 ４月１８日（神奈川県） 

(6) 東海大学付属望星高等学校        昭和３８年 ４月１８日（東京都） 

(7) 東海大学付属札幌高等学校        昭和３９年 ２月２９日（北海道） 

(8) 東海大学付属福岡高等学校        昭和４１年 ２月 ８日（福岡県） 

(9) 東海大学付属大阪仰星高等学校      昭和５８年 ３月２４日（大阪府） 

(10) 東海大学付属高輪台高等学校       平成 ２年 ３月１２日（東京都） 

(11) 東海大学付属市原望洋高等学校      平成 ５年 ３月 ２日（千葉県） 

(12) 東海大学付属浦安高等学校        平成 ５年 ３月 ２日（千葉県） 

(13) 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部   昭和２４年 ３月２１日（静岡県） 

(14) 東海大学付属相模高等学校中等部     昭和５４年１２月２２日（神奈川県） 



 

(15) 東海大学付属浦安高等学校中等部     平成 ５年 ３月 ２日（千葉県） 

(16) 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部   平成 ８年 ３月２５日（大阪府） 

(17) 東海大学付属高輪台高等学校中等部    平成１８年 ９月 ８日（東京都） 

(18) 東海大学付属静岡翔洋小学校       昭和４２年 １月１９日（静岡県） 

(19) 認定こども園東海大学付属静岡翔洋幼稚園 平成２７年 ４月 １日（静岡県） 

(20) 認定こども園東海大学付属本田記念幼稚園 平成２７年 ４月 １日（神奈川県） 

(21) 認定こども園東海大学付属かもめ幼稚園  平成２７年 ４月 １日（熊本県） 

(22) 認定こども園東海大学付属自由ケ丘幼稚園 平成２８年 ４月 １日（福岡県） 



別紙１                          学則比較対照表                     議案第 12 号 

変 更 前 変 更 後 

 

 

（略） 

 

 

第２６条 本校の入学金，授業料及びその他の費用について，次のとおり定める。 

 本校 
技能教育施設 

連携方式 通信方式 

１ 受 験 料 6,000 円 6,000 円 6,000 円 

２ 入 学 金 20,000 円 20,000 円 20,000 円 

３ 施設設備費(入学時) 23,000 円 －  － 

４ 授 業 料(月額) 22,000 円 9,800 円 4,000 円 

５ 教育運営費(月額) 5,000 円 2,000 円 － 

※科目等履修生は，学期ごと 1 単位 2,100 円のみを徴収する。 
 

 

（略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

第２６条 本校の入学金，授業料及びその他の費用について，次のとおり定める。 

 本校 
技能教育施設 

連携方式 通信方式 

１ 受 験 料 6,000 円 6,000 円 6,000 円 

２ 入 学 金 20,000 円 20,000 円 20,000 円 

３ 施設設備費(入学時) 23,000 円 －  － 

４ 授 業 料(月額) 30,000 円 9,800 円 4,000 円 

５ 教育運営費(月額) 5,000 円 2,000 円 － 

※科目等履修生は，学期ごと 1 単位 2,100 円のみを徴収する。 
 

 

（略） 

 

 

付 則 
１ この学則は，2027 年４月１日から施行する。 
２（経過措置） 

第 26 条の定めにかかわらず，2026 年度以前の入学生及び当該生徒と同学年

に入学する 2027 年度以降の入学生の入学金，授業料及びその他費用について

は，次のとおりとし，卒業時まで適用する。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 本校 
技能教育施設 

連携方式 通信方式 

１ 受 験 料 6,000 円 6,000 円 6,000 円 

２ 入 学 金 20,000 円 20,000 円 20,000 円 

３ 施設設備費(入学時) 23,000 円 －  － 

４ 授 業 料(月額) 22,000 円 9,800 円 4,000 円 

５ 教育運営費(月額) 5,000 円 2,000 円 － 

 
 

 

 


